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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の所定組織が描出され、前記所定組織の運動を解析可能な第１の医用画像データ
において、前記所定組織を造影撮影して得られた医用画像データ、又は、器具が挿入され
た特定組織を撮影して得られた医用画像データである第２の医用画像データで判別可能な
前記特定組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける入力部と、
　前記第１の医用画像データにおける前記ランドマークの位置の情報を含むデータを出力
データとして出力する出力部と、
　前記出力データを受信し、前記所定組織を１つ又は複数の撮影方向から撮影して得られ
た撮影方向に対応する１つ又は複数の前記第２の医用画像データにおける前記特定組織の
位置と、前記出力データから読み込んだ前記ランドマークの位置を前記１つ又は複数の前
記第２の医用画像データの３次元撮影空間に配置して前記１つ又は複数の第２の医用画像
データに投影したランドマーク投影位置とに基づいて、前記ランドマークの３次元位置情
報を取得する取得部と、
　前記ランドマークの３次元位置情報に基づいて、前記第１の医用画像データ又は、前記
第１の医用画像データを解析することで生成された解析画像データが、前記所定組織の第
２の医用画像データに重畳された画像データを表示する表示部と、
　を備えたことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記入力部は、前記第２の医用画像データであるＸ線画像データで判別可能な前記特定
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組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付け、
　前記取得部は、前記１つ又は複数の第２の医用画像データである１つ又は複数のＸ線画
像データにおける前記特定組織の位置と、前記出力データから読み込んだ前記ランドマー
クの位置をＸ線画像データの３次元撮影空間に配置し、
　前記表示部は、前記第１の医用画像データである超音波画像データ、又は、前記解析画
像データが、前記所定組織のＸ線画像データに重畳された画像データを表示する、請求項
１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
　前記表示部は、前記１つ又は複数のＸ線画像データそれぞれに前記ランドマーク投影位
置を表示し、
　前記取得部は、前記表示部を参照する操作者が、前記１つ又は複数のＸ線画像データそ
れぞれにおける前記特定組織の位置に前記ランドマーク投影位置を対応付ける操作に基づ
いて、前記ランドマークの３次元位置情報を取得する、請求項２に記載の画像処理システ
ム。
【請求項４】
　前記入力部は、前記第１の医用画像データにおいて、３つ以上の点、又は、線、又は、
２つ以上の点及び線を前記ランドマークとして受け付ける、請求項１～３のいずれか１つ
に記載の画像処理システム。
【請求項５】
　前記表示部は、前記入力部が受け付けた複数のランドマークそれぞれを投影した複数の
ランドマーク投影位置を表示する際、各ランドマークを区別可能とするように表示形態を
変えることを特徴とする請求項４に記載の画像処理システム。
【請求項６】
　前記第１の医用画像データは、前記被検体を超音波走査することで生成された超音波画
像データであって、
　前記被検体を超音波走査することで生成された時系列に沿った超音波画像データ群を解
析して、前記所定組織における局所的な運動に関する解析画像データを生成する解析部、
　を更に備え、
　前記入力部は、前記超音波画像データ群を構成する超音波画像データにおいて、前記ラ
ンドマークの設定を受け付け、
　前記出力部は、前記超音波画像データ、又は、前記解析画像データ、又は、前記超音波
画像データと前記解析画像データとの合成データを解析結果データとし、当該解析結果デ
ータにおける前記ランドマークの位置の情報を当該解析結果データに付加したデータを前
記出力データとして出力し、
　前記取得部は、前記３次元撮影空間に前記解析結果データを配置して、複数のＸ線画像
データそれぞれにおける前記ランドマーク投影位置を取得する、請求項４又は５に記載の
画像処理システム。
【請求項７】
　前記解析部は、前記被検体を３次元超音波走査することで生成された時系列に沿った３
次元超音波画像データ群を解析して、３次元解析画像データを生成し、
　前記入力部は、前記３次元超音波画像データ群を構成する３次元超音波画像データに基
づく２次元画像データにおいて、前記ランドマークの設定を受け付け、
　前記出力部は、前記３次元超音波画像データ、又は、前記３次元解析画像データ、又は
、前記３次元超音波画像データ及び前記３次元解析画像データ、又は、前記３次元超音波
画像データと前記３次元解析画像データとの３次元合成データを前記解析結果データとす
る、請求項６に記載の画像処理システム。
【請求項８】
　前記出力部は、更に、前記所定組織である心臓の形状情報として、少なくとも心外膜位
置情報を前記出力データに含めて出力し、
　前記表示部は、前記ランドマーク投影位置とともに、前記心外膜位置情報を前記複数の
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Ｘ線画像データそれぞれに投影した心外膜投影位置を表示し、
　前記取得部は、更に、前記表示部を参照する操作者が前記心外膜投影位置を、前記複数
のＸ線画像データそれぞれの心外膜の所定位置に対応付ける操作に基づいて、前記ランド
マークの３次元位置情報を取得する、請求項７に記載の画像処理システム。
【請求項９】
　前記出力部は、前記心外膜位置情報を、表示及び非表示を切り替え可能な特定情報とし
て出力する、請求項８に記載の画像処理システム。
【請求項１０】
　前記出力部は、前記特定情報を所定の輝度値で構成した情報として出力する、請求項９
に記載の画像処理システム。
【請求項１１】
　前記解析部は、前記被検体を２次元超音波走査することで生成された時系列に沿った２
次元超音波画像データ群を解析して、２次元解析画像データを生成し、
　前記入力部は、前記２次元超音波画像データ群を構成する２次元超音波画像データにお
いて、前記ランドマークの設定を受け付け、
　前記出力部は、前記２次元超音波画像データ、又は、前記２次元解析画像データ、又は
、前記２次元超音波画像データ及び前記２次元解析画像データ、又は、前記２次元超音波
画像データと前記２次元解析画像データとの２次元合成データを前記解析結果データとす
る、請求項６に記載の画像処理システム。
【請求項１２】
　超音波プローブの位置情報を取得する位置センサ、
　を更に備え、
　前記解析部は、前記被検体を複数の走査断面それぞれで走査することで生成された複数
の時系列に沿った２次元超音波画像データ群を解析して、複数の２次元解析画像データを
生成し、
　前記入力部は、前記複数の２次元超音波画像データ群それぞれを構成する複数の２次元
超音波画像データそれぞれにおいて、前記ランドマークの設定を受け付け、
　前記出力部は、前記複数の２次元解析画像データそれぞれに対応する複数の２次元解析
結果データそれぞれに前記ランドマークの位置の情報を付加し、更に、前記位置センサが
取得した位置情報から定まる前記複数の２次元解析結果データ間の相対的位置関係を示す
相対位置情報を付加したデータを前記出力データとして出力し、
　前記取得部は、前記出力データから読み込んだ相対位置情報に基づいて、前記３次元撮
影空間に前記複数の２次元解析結果データを配置する、請求項１１に記載の画像処理シス
テム。
【請求項１３】
　超音波プローブの位置情報を取得する位置センサ、
　を更に備え、
　前記解析部は、前記被検体を複数の走査断面それぞれで走査することで生成された複数
の時系列に沿った２次元超音波画像データ群を解析して、複数の２次元解析画像データを
生成し、
　前記入力部は、前記複数の２次元超音波画像データ群それぞれを構成する複数の２次元
超音波画像データそれぞれにおいて、前記ランドマークの設定を受け付け、
　前記出力部は、前記複数の２次元解析画像データそれぞれに対応する複数の２次元解析
結果データを、前記位置センサが取得した位置情報に基づいて３次元空間に配置すること
で、３次元解析結果データとし、当該３次元解析結果データにおける前記ランドマークの
位置の情報を当該３次元解析結果データに付加したデータを前記出力データとして出力し
、
　前記取得部は、前記３次元撮影空間に前記３次元解析結果データを配置する、請求項１
１に記載の画像処理システム。
【請求項１４】
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　被検体の所定組織が描出され、前記所定組織の運動を解析可能な第１の医用画像データ
において、ランドマークの位置の情報を含むデータを出力データとして受信し、前記所定
組織を造影撮影して得られた医用画像データ、又は、器具が挿入された特定組織を撮影し
て得られた医用画像データであって前記被検体の前記所定組織を１つ又は複数の撮影方向
から撮影して得られた撮影方向に対応する１つ又は複数の医用画像データである第２の医
用画像データにおける特定組織の位置と、前記出力データから読み込んだ前記ランドマー
クの位置を前記１つ又は複数の前記第２の医用画像データの３次元撮影空間に配置して前
記１つ又は複数の第２の医用画像データに投影したランドマーク投影位置とに基づいて、
前記３次元撮影空間における前記ランドマークの３次元位置情報を取得する取得部と、
　前記ランドマークの３次元位置情報に基づいて、前記第１の医用画像データ又は、前記
第１の医用画像データを解析することで生成された解析画像データが、前記所定組織の第
２の医用画像データに重畳された画像データを表示する表示部と、
　を備える、Ｘ線診断装置。
【請求項１５】
　入力部が、被検体の所定組織が描出され、前記所定組織の運動を解析可能な第１の医用
画像データにおいて、前記所定組織を造影撮影して得られた医用画像データ、又は、器具
が挿入された特定組織を撮影して得られた医用画像データである第２の医用画像データで
判別可能な前記特定組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付け、
　出力部が、前記第１の医用画像データにおける前記ランドマークの位置の情報を含むデ
ータを出力データとして出力し、
　取得部が、前記出力データを受信し、前記被検体の前記所定組織を１つ又は複数の撮影
方向から撮影して得られた撮影方向に対応する１つ又は複数の前記第２の医用画像データ
における前記特定組織の位置と、前記出力データから読み込んだ前記ランドマークの位置
を前記１つ又は複数の前記第２の医用画像データの３次元撮影空間に配置して前記１つ又
は複数の第２の医用画像データに投影したランドマーク投影位置とに基づいて、前記３次
元撮影空間における前記ランドマークの３次元位置情報を取得し、
　表示部が、前記ランドマークの３次元位置情報に基づいて、前記第１の医用画像データ
又は、前記第１の医用画像データを解析することで生成された解析画像データが、前記所
定組織の第２の医用画像データに重畳された画像データを表示する、
　ことを含む、画像処理装置の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、画像処理システム、Ｘ線診断装置及び画像処理装置の作動方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、心不全治療法の１つとして、心臓再同期医療法（ＣＲＴ：Cardiac　Resynchroni
zation　Therapy）が知られている。ＣＲＴは、心臓内で電気刺激の伝播に遅延が生じて
いる部位（以下、遅延部位）に、ペースメーカの電極（ペーシングリード）を留置するこ
とで、心臓動作の非同期を改善させ心臓のポンプ機能を正常に近い状態に戻す治療法であ
る。ＣＲＴでは、医師は、Ｘ線診断装置によって透視撮影されたＸ線画像を参照しながら
、遅延部位に最も近い静脈に電極を留置する。
【０００３】
　遅延部位は、従来、例えば、ＥＰ（Electrophysiology）の情報や、近年ではＥＰマッ
ピングにより診断されている。また、近年、遅延部位は、超音波診断装置を用いた非侵襲
的な解析により診断できる可能性があることが知られている。すなわち、近年、心エコー
により心壁運動を定量的に解析する方法が実用化されており、かかる解析方法では、超音
波画像の心筋内膜や、心筋内膜と外膜との間に、局所的な心壁運動の指標（例えば、スト
レイン等）が値に応じた色調でマッピングされた解析画像を表示可能である。心臓は、電
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気刺激による機械的興奮により心筋が運動する組織であることから、遅延部位は、解析画
像において、心壁運動が同期していない部位（非同期部位）として示すことが可能である
。しかし、ＣＲＴ治療はＸ線透視下で行なわれており、上記の解析画像は、治療計画時に
医師への事前情報として伝達されるだけで、実際には、ＣＲＴ治療を行なうＸ線透視下で
は上記ペーシングリードを留置すべき場所を医師に示すことは実現されていない。一方で
Ｘ線透視下の画像に他の画像を重畳表示する技術は実現されているが、心壁の内外膜面が
判別困難であることから、Ｘ線画像と解析画像との位置合わせ、すなわち、Ｘ線画像と超
音波画像との位置合わせが困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０３９４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、超音波診断で特定された部位をＸ線透視下で判別す
ることができる画像処理システム、Ｘ線診断装置及び画像処理装置の作動方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の画像処理システムは、入力部と、出力部と、取得部と、表示部とを備える。
入力部は、被検体の所定組織が描出され、前記所定組織の運動を解析可能な第１の医用画
像データにおいて、前記所定組織を造影撮影して得られた医用画像データ、又は、器具が
挿入された特定組織を撮影して得られた医用画像データである第２の医用画像データで判
別可能な前記特定組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける。出力部は、前
記第１の医用画像データにおける前記ランドマークの位置の情報を含むデータを出力デー
タとして出力する。取得部は、前記出力データを受信し、前記所定組織を１つ又は複数の
撮影方向から撮影して得られた撮影方向に対応する１つ又は複数の前記第２の医用画像デ
ータにおける前記特定組織の位置と、前記出力データから読み込んだ前記ランドマークの
位置を前記１つ又は複数の前記第２の医用画像データの３次元撮影空間に配置して前記１
つ又は複数の第２の医用画像データに投影したランドマーク投影位置とに基づいて、前記
ランドマークの３次元位置情報を取得する。表示部は、前記ランドマークの３次元位置情
報に基づいて、前記第１の医用画像データ又は、前記第１の医用画像データを解析するこ
とで生成された解析画像データが、前記所定組織の第２の医用画像データに重畳された画
像データを表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る画像処理システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図（１）である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図（２）である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図（３）である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図（４）である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図（５）である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係るＸ線診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る画像処理システムが行なう画像処理方法を実行す
る処理部を示す図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（１）であ
る。
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【図１１】図１１は、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（２）であ
る。
【図１２Ａ】図１２Ａは、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（３）
である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（４）
である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（５）
である。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図（６）
である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、第１の実施形態に係る出力データの一例を示す図（１）である
。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、第１の実施形態に係る出力データの一例を示す図（２）である
。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、第１の実施形態に係る出力データの一例を示す図（３）である
。
【図１４】図１４は、第１の実施形態に係る取得部を説明するための図（１）である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態に係る取得部を説明するための図（２）である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、第１の実施形態に係る取得部を説明するための図（３）である
。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、第１の実施形態に係る取得部を説明するための図（４）である
。
【図１７】図１７は、第１の実施形態で表示される画像データの一例を示す図である。
【図１８】図１８は、第１の実施形態に係る変形例を説明するための図である。
【図１９】図１９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が行なう処理の一例を説明す
るためのフローチャートである。
【図２０】図２０は、第１の実施形態に係るＸ線診断装置が行なう処理の一例を説明する
ためのフローチャートである。
【図２１Ａ】図２１Ａは、第２の実施形態を説明するための図（１）である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、第２の実施形態を説明するための図（２）である。
【図２２】図２２は、第２の実施形態を説明するための図（３）である。
【図２３】図２３は、第２の実施形態を説明するための図（４）である。
【図２４】図２４は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図２５Ａ】図２５Ａは、第３の実施形態を説明するための図（１）である。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、第３の実施形態を説明するための図（２）である。
【図２５Ｃ】図２５Ｃは、第３の実施形態を説明するための図（３）である。
【図２６】図２６は、第３の実施形態を説明するための図（４）である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、画像処理システムの実施形態を詳細に説明する。
【０００９】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る画像処理システムの構成例について説明する。図１は、第
１の実施形態に係る画像処理システムの構成例を示す図である。
【００１０】
　図１に示すように、第１の実施形態に係る画像処理システム１は、超音波診断装置１０
０と、Ｘ線診断装置２００と、画像保管装置３００と、画像処理装置４００とを有する。
図１に例示する各装置は、例えば、病院内に設置された院内ＬＡＮ（Local　Area　Netwo
rk）５００により、直接的、又は、間接的に相互に通信可能な状態となっている。例えば
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、医用画像診断システムにＰＡＣＳ（Picture　Archiving　and　Communication　System
）が導入されている場合、各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital　Imaging　and　Communicati
ons　in　Medicine）規格に則って、医用画像等を相互に送受信する。
【００１１】
　図１に例示する各装置は、ＤＩＣＯＭ規格のデータを送受信することで、他装置から受
信したデータを、自装置で読み出したり、表示したりすることが可能となる。なお、本実
施形態は、他装置から受信したデータを自装置で処理可能であるならば、任意の規格に則
ったデータが送受信される場合であっても良い。
【００１２】
　超音波診断装置１００は、超音波の２次元走査を行なう超音波プローブの位置を操作者
が調整することで、任意の断面の超音波画像データを生成する。また、超音波診断装置１
００は、メカニカル４Ｄプローブや２Ｄアレイプローブを用いることで、超音波の３次元
走査を行なって、３次元超音波画像データを生成する。また、Ｘ線診断装置２００は、Ｘ
線管とＸ線検出器とを支持するＣアームの位置を固定した状態で撮影を行なうことで、２
次元のＸ線画像データを生成する。なお、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００及
びＸ線診断装置２００については、後に詳述する。
【００１３】
　画像保管装置３００は、医用画像データを保管するデータベースである。具体的には、
画像保管装置３００は、超音波診断装置１００やＸ線診断装置２００から送信された医用
画像データを自装置の記憶部に格納し、保管する。画像保管装置３００に保管された医用
画像データは、例えば、患者ＩＤ、検査ＩＤ、装置ＩＤ、シリーズＩＤ等の付帯情報と対
応付けて保管される。
【００１４】
　画像処理装置４００は、例えば、病院内に勤務する医師や検査技師が医用画像の読影に
用いるワークステーションやＰＣ（Personal　Computer）等である。画像処理装置４００
の操作者は、患者ＩＤ、検査ＩＤ、装置ＩＤ、シリーズＩＤ等を用いた検索を行なうこと
で、必要な医用画像データを画像保管装置３００から取得することができる。或いは、画
像処理装置４００は、超音波診断装置１００やＸ線診断装置２００から直接、画像データ
を受信する場合であっても良い。また、画像処理装置４００は、医用画像を読影用に表示
する他に、医用画像データに対して各種画像処理を行なうことが可能である。
【００１５】
　以下では、超音波診断装置１００及びＸ線診断装置２００が、本実施形態に係る画像処
理方法を協働して実行する場合について説明する。ただし、後述する超音波診断装置１０
０及びＸ線診断装置２００が行なう各種処理の一部又は全ては、画像処理装置４００によ
り実行される場合であっても良い。
【００１６】
　なお、画像処理システム１は、ＰＡＣＳが導入されている場合にその適用が限られるも
のではない。例えば、画像処理システム１は、医用画像データが添付された電子カルテを
管理する電子カルテシステムが導入されている場合にも、同様に適用される。この場合、
画像保管装置３００は、電子カルテを保管するデータベースである。また、例えば、画像
処理システム１は、ＨＩＳ（Hospital　Information　System）、ＲＩＳ（Radiology　In
formation　System）が導入されている場合にも、同様に適用される。
【００１７】
　次に、図１に示す超音波診断装置１００の構成例について、図２を用いて説明する。図
２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。図１に例
示するように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００は、超音波プローブ１１０と
、モニタ１２０と、入力部１３０と、心電計１４０と、装置本体１５０とを有する。
【００１８】
　超音波プローブ１１０は、超音波の送受信を行なう。例えば、超音波プローブ１１０は
、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する装置本体１５０が有す
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る送受信部１５１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。また、超音波プロ
ーブ１１０は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プロ
ーブ１１０は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播
を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ１１０は、装置本体１５０と
着脱自在に接続される。
【００１９】
　超音波プローブ１１０から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
として超音波プローブ１１０が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射
波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存す
る。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された
場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依
存して、周波数偏移を受ける。
【００２０】
　ここで、第１の実施形態に係る超音波プローブ１１０は、超音波により被検体Ｐを２次
元で走査するとともに、被検体Ｐを３次元で走査することが可能な超音波プローブである
。具体的には、第１の実施形態に係る超音波プローブ１１０は、一列に配置された複数の
圧電振動子により、被検体Ｐを２次元で走査するとともに、複数の圧電振動子を所定の角
度（揺動角度）で揺動させることで、被検体Ｐを３次元で走査するメカニカル４Ｄプロー
ブである。或いは、第１の実施形態に係る超音波プローブ１１０は、複数の圧電振動子が
マトリックス状に配置されることで、被検体Ｐを３次元で超音波走査することが可能な２
Ｄアレイプローブである。なお、２Ｄアレイプローブは、超音波を集束して送信すること
で、被検体Ｐを２次元で走査することも可能である。
【００２１】
　入力部１３０は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスク
リーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等を有し、超音波診断装置
１００の操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１５０に対して受け付けた各種
設定要求を転送する。なお、第１の実施形態に係る入力部１３０が操作者から受け付ける
設定情報については、後に詳述する。
【００２２】
　モニタ１２０は、超音波診断装置の操作者が入力部１３０を用いて各種設定要求を入力
するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１５０におい
て生成された超音波画像データ等を表示したりする。
【００２３】
　心電計１４０は、被検体Ｐの生体信号として、被検体Ｐの心電波形（ＥＣＧ：Electroc
ardiogram）を取得する。心電計１４０は、取得した心電波形を装置本体１５０に送信す
る。
【００２４】
　装置本体１５０は、超音波プローブ１１０が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する装置である。図１に示す装置本体１５０は、超音波プローブ１１０が受
信した２次元の反射波データに基づいて２次元の超音波画像データを生成可能な装置であ
る。また、図１に示す装置本体１５０は、超音波プローブ１１０が受信した３次元の反射
波データに基づいて３次元の超音波画像データを生成可能な装置である。
【００２５】
　装置本体１５０は、図１に示すように、送受信部１５１と、Ｂモード処理部１５２と、
ドプラ処理部１５３と、画像生成部１５４と、画像メモリ１５５と、解析部１５６と、制
御部１５７と、内部記憶部１５８と、インターフェース部１５９とを有する。
【００２６】
　送受信部１５１は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１１
０に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成す
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るためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１１０
から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧電
振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また、
パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１０に駆動信号（駆動
パルス）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間を
変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００２７】
　なお、送受信部１５１は、後述する制御部１５７の指示に基づいて、所定のスキャンシ
ーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有し
ている。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬時にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の
発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２８】
　また、送受信部１５１は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅延
部、加算器等を有し、超音波プローブ１１０が受信した反射波信号に対して各種処理を行
って反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネル毎に増幅する。Ａ／
Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性を決定
するために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反射波信
号の加算処理を行なって反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号
の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより
超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２９】
　送受信部１５１は、被検体Ｐを２次元走査する場合、超音波プローブ１１０から２次元
の超音波ビームを送信させる。そして、送受信部１５１は、超音波プローブ１１０が受信
した２次元の反射波信号から２次元の反射波データを生成する。また、送受信部１５１は
、被検体Ｐを３次元走査する場合、超音波プローブ１１０から３次元の超音波ビームを送
信させる。そして、送受信部１５１は、超音波プローブ１１０が受信した３次元の反射波
信号から３次元の反射波データを生成する。
【００３０】
　なお、送受信部１５１からの出力信号の形態は、ＲＦ（Radio　Frequency）信号と呼ば
れる位相情報が含まれる信号である場合や、包絡線検波処理後の振幅情報である場合等、
種々の形態が選択可能である。
【００３１】
　Ｂモード処理部１５２は、送受信部１５１から反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理等を行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ
）を生成する。
【００３２】
　ドプラ処理部１５３は、送受信部１５１から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、速度、分散、パワ
ー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００３３】
　なお、第１の実施形態に係るＢモード処理部１５２及びドプラ処理部１５３は、２次元
の反射波データ及び３次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、Ｂ
モード処理部１５２は、２次元の反射波データから２次元のＢモードデータを生成し、３
次元の反射波データから３次元のＢモードデータを生成する。また、ドプラ処理部１５３
は、２次元の反射波データから２次元のドプラデータを生成し、３次元の反射波データか
ら３次元のドプラデータを生成する。
【００３４】
　画像生成部１５４は、Ｂモード処理部１５２及びドプラ処理部１５３が生成したデータ
から超音波画像データを生成する。すなわち、画像生成部１５４は、Ｂモード処理部１５
２が生成した２次元のＢモードデータから反射波の強度を輝度で表した２次元Ｂモード画
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像データを生成する。また、画像生成部１５４は、ドプラ処理部１５３が生成した２次元
のドプラデータから移動体情報を表す２次元ドプラ画像データを生成する。２次元ドプラ
画像データは、速度画像、分散画像、パワー画像、又は、これらを組み合わせた画像であ
る。
【００３５】
　ここで、画像生成部１５４は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に
代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用
の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部１５４は、超音波プローブ１１
０による超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用の超音波画像データ
を生成する。また、画像生成部１５４は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理とし
て、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を
再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ
強調処理）等を行なう。また、画像生成部１５４は、超音波画像データに、種々のパラメ
ータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００３６】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成部１５４が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の表
示用の超音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ（
Raw　Data）とも呼ばれる。
【００３７】
　更に、画像生成部１５４は、Ｂモード処理部１５２が生成した３次元のＢモードデータ
に対して座標変換を行なうことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。また、画像生
成部１５４は、ドプラ処理部１５３が生成した３次元のドプラデータに対して座標変換を
行なうことで、３次元ドプラ画像データを生成する。すなわち、画像生成部１５４は、「
３次元Ｂモード画像データや３次元ドプラ画像データ」を「３次元超音波画像データ」と
して生成する。
【００３８】
　更に、画像生成部１５４は、３次元超音波画像データ（ボリュームデータ）をモニタ１
２０にて表示するための各種の２次元画像データを生成するために、ボリュームデータに
対してレンダリング処理を行なう。画像生成部１５４が行なうレンダリング処理としては
、断面再構成法（ＭＰＲ：Multi　Planar　Reconstruction）を行なってボリュームデー
タからＭＰＲ画像データを生成する処理がある。また、画像生成部１５４が行なうレンダ
リング処理としては、ボリュームデータに対して「Curved　MPR」を行なう処理や、ボリ
ュームデータに対して「Maximum　Intensity　Projection」を行なう処理がある。また、
画像生成部１５４が行なうレンダリング処理としては、３次元の情報を反映した２次元画
像データを生成するボリュームレンダリング（ＶＲ：Volume　Rendering）処理がある。
【００３９】
　画像メモリ１５５は、画像生成部１５４が生成した表示用の画像データを記憶するメモ
リである。また、画像メモリ１５５は、Ｂモード処理部１５２やドプラ処理部１５３が生
成したデータを記憶することも可能である。画像メモリ１５５が記憶するＢモードデータ
やドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像
生成部１５４を経由して表示用の超音波画像データとなる。なお、画像生成部１５４は、
超音波画像データと当該超音波画像データを生成するために行なわれた超音波走査の時間
とを、心電計１４０から送信された心電波形に対応付けて画像メモリ１５５に格納する。
後述する解析部１５６や制御部１５７は、画像メモリ１５５に格納されたデータを参照す
ることで、超音波画像データを生成するために行なわれた超音波走査時の心時相を取得す
ることができる。
【００４０】
　内部記憶部１５８は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログ
ラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディ
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ーマーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶部１５８は、必要に応じて、画像メ
モリ１５５が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、内部記憶部１５８が記
憶するデータは、後述するインターフェース部１５９を経由して、外部の装置へ転送する
ことができる。なお、外部装置は、例えば、図１に示すＸ線診断装置２００や、画像保管
装置３００、画像処理装置４００等である。
【００４１】
　解析部１５６は、コンピュータ支援診断（Computer-Aided　Diagnosis：ＣＡＤ）を行
なうために、装置本体１５０に設置される。解析部１５６は、画像メモリ１５５に格納さ
れた超音波画像データを取得して、画像解析処理を行なう。そして、解析部１５６は、解
析結果を、画像メモリ１５５や内部記憶部１５８に格納する。
【００４２】
　具体的には、解析部１５６は、被検体Ｐを超音波走査することで生成された時系列に沿
った超音波画像データ群を解析して、所定組織における局所的な運動に関する解析画像デ
ータを生成する。第１の実施形態では、解析部１５６は、被検体Ｐを３次元超音波走査す
ることで生成された時系列に沿った３次元超音波画像データ群を解析して、３次元解析画
像データを生成する。
【００４３】
　ここで、所定組織とは、心臓であり、解析部１５６は、心壁の各領域の運動に関する情
報を生成する。そして、解析部１５６は、超音波画像データの心筋内膜や、心筋内膜と外
膜との間に、心壁運動情報をマッピングされた解析画像データを生成する。第１の実施形
態に係る解析部１５６は、３次元超音波画像データ群を用いて、３次元の心壁運動情報を
生成する。
【００４４】
　以下、第１の実施形態に係る解析部１５６が行なう解析処理について、図３～図７を用
いて説明する。図３～図７は、第１の実施形態に係る解析部を説明するための図である。
【００４５】
　第１の実施形態では、まず、３次元走査可能な超音波プローブ１１０を用いて、操作者
は、被検体Ｐの心臓の左心系を、例えば、心尖部アプローチにより１心拍以上の期間で３
次元走査する。これにより、画像生成部１５４は、１心拍以上の期間の時系列に沿った複
数の３次元超音波画像データを生成し、画像メモリ１５５に格納する。画像メモリ１５５
に格納された複数の３次元超音波画像データは、少なくとも左心室を含む心臓を１心拍以
上の期間で超音波走査することで生成された３次元超音波画像データ群である。なお、上
記の３次元超音波画像データ群は、３次元Ｂモード画像データ群である。
【００４６】
　そして、解析部１５６は、図３に例示するように、１心拍以上の時系列に沿った複数の
３次元超音波画像データを取得する。各３次元超音波画像データには、被検体Ｐの左心室
が含まれている。そして、解析部１５６は、３次元超音波画像データ群から、左心室にお
ける心壁運動情報の時系列データを算出する。具体的には、解析部１５６は、画像データ
間のパターンマッチングを含む処理により後述する追跡点を追跡した結果を用いて、心壁
運動情報の算出処理を行なう。
【００４７】
　より具体的には、解析部１５６は、３次元心エコー法で得られた３次元動画像データに
対して３次元スペックルトラッキング（3D　Speckle　Tracking、以下「３ＤＴ」）を行
なった結果を用いて、心壁運動情報を算出する。スペックルトラッキング法は、パターン
マッチング処理と共に、例えば、オプティカルフロー法や種々の時空間補間処理を併用す
ることで、正確な動きを推定する方法である。また、スペックルトラッキング法には、パ
ターンマッチング処理を行なわずに、動きを推定する方法もある。
【００４８】
　例えば、入力部１３０は、操作者から、３次元超音波画像データ群の第１フレーム（第
１ボリューム）の表示要求を受け付ける。表示要求が転送された制御部１５７は、第１フ
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レームの３次元超音波画像データを画像メモリ１５５から読み出して、モニタ１２０に表
示させる。例えば、制御部１５７は、第１フレームの３次元超音波画像データを複数方向
の断面にて切断した複数のＭＰＲ画像データを画像生成部１５４に生成させ、モニタ１２
０に表示させる。
【００４９】
　そして、操作者は、モニタ１２０に表示された複数のＭＰＲ画像データを参照して、３
ＤＴを行なう追跡点を複数設定する。一例を挙げると、操作者は、各ＭＰＲ画像データに
おいて、左心室内膜や心筋外膜の位置をトレースし、内膜輪郭及び外膜輪郭を指定する。
解析部１５６は、指定された内膜輪郭及び外膜輪郭から、３次元的な内膜輪郭及び３次元
的な外膜輪郭を構成する。そして、解析部１５６は、図４に例示するように、第１フレー
ムの３次元内膜輪郭を構成する各点を追跡点として設定する。また、図示しないが、解析
部１５６は、第１フレームの３次元外膜輪郭を構成する各点を追跡点として設定する。そ
して、解析部１５６は、第１フレームで設定された複数の追跡点それぞれに対して、テン
プレートデータを設定する。テンプレートデータは、追跡点を中心とする複数のボクセル
から構成される。
【００５０】
　そして、解析部１５６は、２つのフレーム間でテンプレートデータのスペックルパター
ンと最も一致する領域を探索することで、テンプレートデータが次のフレームでどの位置
に移動したかを追跡する。これにより、解析部１５６は、図４に示すように、第１フレー
ムの各追跡点が、第ｎフレームのどの位置に移動したかを追跡する。なお、追跡点を設定
するためのメッシュは、解析部１５６が第１フレームに含まれる左心室の心内膜面や心外
膜面を検出することで設定する場合であっても良い。
【００５１】
　解析部１５６は、左心室全体（例えば、左心室の心内膜及び左心室の心外膜）を対象と
して、３次元超音波画像データ群に対する３ＤＴを行なう。そして、解析部１５６は、３
次元超音波画像データ群に対する３ＤＴの結果から、各追跡点にて、心壁運動情報の時系
列データを生成する。例えば、解析部１５６は、心内膜及び心外膜の３ＤＴの結果から、
心壁運動情報として歪み（Strain）を算出する。解析部１５６は、長軸（Longitudinal）
方向の歪み（ＬＳ）や、円周（Circumferential）方向の歪み（ＣＳ）、壁厚（Radial）
方向の歪み（ＲＳ）を算出する。
【００５２】
　或いは、例えば、解析部１５６は、内膜の３ＤＴの結果から、心壁運動情報として、左
室心内膜面の面積変化率（Area　Change　ratio：ＡＣ）を算出する。或いは、例えば、
解析部１５６は、心内膜又は心外膜の３ＤＴの結果から、変位（Displacement）を算出し
ても良い。心壁運動情報として変位を用いる場合、解析部１５６は、長軸方向の変位（Ｌ
Ｄ）や、壁厚方向の変位（ＲＤ）を算出することができる。或いは、解析部１５６は、基
準時相（例えば、Ｒ波）での追跡点の位置に対する、基準位相以外の時相での追跡点の移
動距離（Absolute　Displacement：ＡＤ）を算出しても良い。また、解析部１５６は、心
臓の動きの非同期性を捕らえるために、Strain値が一定以上大きくなった時間をマッピン
グする解析結果や、Strain値が最大値に達する時間をマッピングする解析結果を算出して
もよい。
【００５３】
　ここで、解析部１５６は、追跡点ごとに、心壁運動情報の時系列データを生成する場合
であっても、局所的な領域ごとに、心壁運動情報の時系列データを生成する場合であって
も良い。例えば、解析部１５６は、アメリカ心エコー図学会やアメリカ心臓協会が推奨す
る１６や１７分画の分割領域を用いて、局所的な心壁運動情報を算出する。例えば、アメ
リカ心エコー図学会などが推奨する分画としては、前壁中隔（ant-sept.）、前壁（ant.
）、側壁（lat.）、後壁（post.）、下壁（inf.）、中隔（sept.）等が挙げられる。
【００５４】
　そして、例えば、解析部１５６は、図５に示すように、各追跡点で得られた心壁運動情
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報の値をカラーに変換したうえで、３次元の内膜輪郭のサーフェスレンダリング画像にマ
ッピングした３次元解析画像データを生成する。操作者は、視点位置を移動させることで
、図５に例示する３次元解析画像データを、モニタ１２０にて様々な方向から観察するこ
とができる。或いは、例えば、解析部１５６は、図６に示すように、各追跡点で得られた
心壁運動情報の値をカラーに変換したうえで、１６分画のPolar-mapにマッピングした３
次元解析画像データを生成する。
【００５５】
　なお、図５及び図６では、心壁運動情報として面積変化率を用いた場合を例示している
。また、図５及び図６に例示する３次元解析画像データは、特定の時相における３次元解
析画像データであり、解析部１５６は、各時相における３次元解析画像データを生成する
。すなわち、解析部１５６は、時系列に沿った３次元分布画像データ群を生成する。
【００５６】
　或いは、解析部１５６は、例えば、各追跡点で得られた心壁運動情報の値をカラーに変
換したうえで、３次元超音波画像データの心内膜面と心外膜面との間にマッピングした３
次元解析画像データを生成する。かかる３次元解析画像データの表示形態としては、例え
ば、図７に示す表示形態が挙げられる。
【００５７】
　例えば、画像生成部１５４は、３次元解析画像データから、複数のＭＰＲ画像データを
生成する。図７に示す一例では、画像生成部１５４は、領域Ａに表示される画像データと
して、１６分画の３次元解析画像データから心尖部四腔像のＭＰＲ画像データを生成する
。また、図７に示す一例では、画像生成部１５４は、領域Ｂに表示される画像データとし
て、３次元解析画像データから心尖部二腔像のＭＰＲ画像データを生成する。
【００５８】
　また、図７に示す一例では、画像生成部１５４は、領域Ｃ３に表示される画像データと
して、３次元解析画像データから心尖部に近いレベルの短軸像のＭＰＲ画像データを生成
する。また、図７に示す一例では、画像生成部１５４は、領域Ｃ７に表示される画像デー
タとして、３次元解析画像データから心基部に近いレベルの短軸像のＭＰＲ画像データを
生成する。また、図７に示す一例では、画像生成部１５４は、領域Ｃ５に表示される画像
データとして、３次元解析画像データから心尖部と心基部との中間に位置するレベルの短
軸像のＭＰＲ画像データを生成する。
【００５９】
　図２に戻って、制御部１５７は、超音波診断装置１００の処理全体を制御する。具体的
には、制御部１５７は、入力部１３０を介して操作者から入力された各種設定要求や、内
部記憶部１５８から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部１５
１、Ｂモード処理部１５２、ドプラ処理部１５３、画像生成部１５４及び解析部１５６の
処理を制御する。また、制御部１５７は、画像メモリ１５５や内部記憶部１５８が記憶す
る表示用の超音波画像データをモニタ１２０にて表示するように制御する。また、制御部
１５７は、解析部１５６の処理結果をモニタ１２０に表示するように制御する。
【００６０】
　また、制御部１５７は、解析部１５６の処理結果や入力部１３０が操作者から受け付け
た設定情報を、後述するインターフェース部１５９を経由して、外部の装置へ出力する。
外部装置は、例えば、図１に示すＸ線診断装置２００や、画像保管装置３００、画像処理
装置４００等である。第１の実施形態に係る制御部１５７は、出力データの出力処理を行
なうとともに、出力データのデータ形式を制御するための処理部として、図１に示す出力
部１５７ａを有する。なお、出力部１５７ａが行なう処理については、後に詳述する。
【００６１】
　インターフェース部１５９は、入力部１３０、院内ＬＡＮ５００、Ｘ線診断装置２００
、画像保管装置３００及び画像処理装置４００に対するインターフェースである。例えば
、入力部１３０が受け付けた操作者からの各種設定情報及び各種指示は、インターフェー
ス部１５９により、制御部１５７に転送される。また、例えば、出力部１５７ａが出力し
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た出力データは、インターフェース部１５９により、院内ＬＡＮ５００を介して、Ｘ線診
断装置２００に送信される。
【００６２】
　次に、図１に示すＸ線診断装置２００の構成例について、図８を用いて説明する。図８
は、第１の実施形態に係るＸ線診断装置の構成例を示すブロック図である。図８に例示す
るように、第１の実施形態に係るＸ線診断装置２００は、Ｘ線高電圧装置２１１と、Ｘ線
管２１２と、Ｘ線絞り装置２１３と、天板２１４と、Ｃアーム２１５と、Ｘ線検出器２１
６とを備える。また、第１の実施形態に係るＸ線診断装置２００は、Ｃアーム回転・移動
機構２１７と、天板移動機構２１８と、Ｃアーム・天板機構制御部２１９と、絞り制御部
２２０と、システム制御部２２１と、入力部２２２と、表示部２２３とを備える。また、
第１の実施形態に係るＸ線診断装置２００は、画像データ生成部２２４と、画像データ記
憶部２２５と、画像処理部２２６とを備える。
【００６３】
　Ｘ線高電圧装置２１１は、システム制御部２２１の制御に基づいて、高電圧を発生し、
発生した高電圧をＸ線管２１２に供給する。Ｘ線管２１２は、Ｘ線高電圧装置２１１から
供給される高電圧を用いて、Ｘ線を発生する。
【００６４】
　Ｘ線絞り装置２１３は、絞り制御部２２０の制御に基づいて、Ｘ線管２１２が発生した
Ｘ線を、被検体Ｐの関心領域に対して選択的に照射されるように絞り込む。例えば、Ｘ線
絞り装置２１３は、スライド可能な４枚の絞り羽根を有する。Ｘ線絞り装置２１３は、絞
り制御部２２０の制御に基づいて、これらの絞り羽根をスライドさせることで、Ｘ線管２
１２が発生したＸ線を絞り込んで被検体Ｐに照射させる。天板２１４は、被検体Ｐを載せ
るベッドであり、図示しない寝台の上に配置される。
【００６５】
　Ｘ線検出器２１６は、被検体Ｐを透過したＸ線を検出する。例えば、Ｘ線検出器２１６
は、マトリックス状に配列された検出素子を有する。各検出素子は、被検体Ｐを透過した
Ｘ線を電気信号に変換して蓄積し、蓄積した電気信号を画像データ生成部２２４に送信す
る。
【００６６】
　Ｃアーム２１５は、Ｘ線管２１２、Ｘ線絞り装置２１３及びＸ線検出器２１６を保持す
る。Ｘ線管２１２及びＸ線絞り装置２１３とＸ線検出器２１６とは、Ｃアーム２１５によ
り被検体Ｐを挟んで対向するように配置される。
【００６７】
　Ｃアーム回転・移動機構２１７は、Ｃアーム２１５を回転及び移動させるための機構で
あり、天板移動機構２１８は、天板２１４を移動させるための機構である。Ｃアーム・天
板機構制御部２１９は、システム制御部２２１の制御に基づいて、Ｃアーム回転・移動機
構２１７及び天板移動機構２１８を制御することで、Ｃアーム２１５の回転や移動、天板
２１４の移動を調整する。絞り制御部２２０は、システム制御部２２１の制御に基づいて
、Ｘ線絞り装置２１３が有する絞り羽根の開度を調整することで、被検体Ｐに対して照射
されるＸ線の照射範囲を制御する。
【００６８】
　画像データ生成部２２４は、Ｘ線検出器２１６によってＸ線から変換された電気信号を
用いてＸ線画像データを生成し、生成したＸ線画像データを画像データ記憶部２２５に格
納する。例えば、画像データ生成部２２４は、Ｘ線検出器２１６から受信した電気信号に
対して、電流・電圧変換やＡ（Analog）／Ｄ（Digital）変換、パラレル・シリアル変換
を行なって、Ｘ線画像データを生成する。
【００６９】
　画像データ記憶部２２５は、画像データ生成部２２４によって生成された画像データを
記憶する。画像処理部２２６は、画像データ記憶部２２５が記憶する画像データに対して
各種画像処理を行う。画像処理部２２６が行なう画像処理については後に詳述する。
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【００７０】
　入力部２２２は、Ｘ線診断装置２００を操作する医師や技師等の操作者から各種指示を
受け付ける。例えば、入力部２２２は、マウス、キーボード、ボタン、トラックボール、
ジョイスティック等を有する。入力部２２２は、操作者から受け付けた指示を、システム
制御部２２１に転送する。
【００７１】
　表示部２２３は、操作者の指示を受け付けるためのＧＵＩ（Graphical　User　Interfa
ce）や、画像データ記憶部２２５が記憶する画像データ等を表示する。例えば、表示部２
２３は、モニタを有する。なお、表示部２２３は、複数のモニタを有しても良い。
【００７２】
　システム制御部２２１は、Ｘ線診断装置２００全体の動作を制御する。例えば、システ
ム制御部２２１は、入力部２２２から転送された操作者の指示に従ってＸ線高電圧装置２
１１を制御し、Ｘ線管２１２に供給する電圧を調整することで、被検体Ｐに対して照射さ
れるＸ線量や、Ｘ線照射のＯＮ／ＯＦＦを制御する。また、例えば、システム制御部２２
１は、操作者の指示に従ってＣアーム・天板機構制御部２１９を制御し、Ｃアーム２１５
の回転や移動、天板２１４の移動を調整する。また、例えば、システム制御部２２１は、
操作者の指示に従って絞り制御部２２０を制御し、Ｘ線絞り装置２１３が有する絞り羽根
の開度を調整することで、被検体Ｐに対して照射されるＸ線の照射範囲を制御する。
【００７３】
　また、システム制御部２２１は、操作者の指示に従って、画像データ生成部２２４によ
る画像データ生成処理や、画像処理部２２６による画像処理等を制御する。また、システ
ム制御部２２１は、操作者の指示を受け付けるためのＧＵＩや画像データ記憶部２２５が
記憶する画像データなどを、表示部２２３のモニタに表示するように制御する。
【００７４】
　ここで、システム制御部２２１は、超音波診断装置１００から受信した出力データを用
いて各種処理を行なうために、図８に示すように、取得部２２１ａを有する。なお、取得
部２２１ａが行なう処理については後に詳述する。
【００７５】
　インターフェース部２２７は、院内ＬＡＮ５００、Ｘ線診断装置２００、画像保管装置
３００及び画像処理装置４００に対するインターフェースである。例えば、本実施形態に
係るインターフェース部２２７は、超音波診断装置１００が出力した出力データを受信し
、受信した出力データをシステム制御部２２１が有する取得部２２１ａに転送する。
【００７６】
　以上、第１の実施形態に係る画像処理システム１の全体構成について説明した。かかる
構成において、第１の実施形態に係る画像処理システム１では、超音波診断装置１００を
用いた超音波検査により、治療が必要とされる部位が特定される。具体的には、心臓再同
期医療法（ＣＲＴ：Cardiac　Resynchronization　Therapy）において、ペースメーカの
電極を留置する非同期部位が、解析部１５６が生成した解析画像データから特定される。
ここで、ＣＲＴでは、医師は、Ｘ線診断装置２００によって透視撮影されたＸ線画像を参
照しながら、非同期部位に最も近い静脈に電極を留置する。しかし、Ｘ線透視下では、心
壁の内外膜面が判別困難であることから、Ｘ線画像データと解析画像データとの位置合わ
せ、すなわち、Ｘ線画像データと超音波画像データとの位置合わせが困難であった。
【００７７】
　そこで、第１の実施形態では、超音波診断で特定された部位をＸ線透視下で判別するた
めに、図９に示す各部が以下の処理を行なう。図９は、第１の実施形態に係る画像処理シ
ステムが行なう画像処理方法を実行する処理部を示す図である。
【００７８】
　第１の実施形態では、まず、超音波診断装置１００が有する入力部１３０は、被検体Ｐ
の所定組織を撮影した第１の医用画像データにおいて、ランドマークの設定を受け付ける
。具体的には、入力部１３０は、第１の医用画像データにおいて、第２の医用画像データ
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で判別可能な特定組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける。上記の第１の
医用画像データは、所定組織である心臓が描出され、心臓の運動を解析可能な医用画像デ
ータである。具体的には、上記の第１の医用画像データは、心臓の運動を解析可能であり
、被検体Ｐの所定組織（心臓）が描出された超音波画像データである。
【００７９】
　また、上記の第２の医用画像データは、特定組織が映像化された医用画像データである
。具体的には、第２の医用画像データは、所定組織を造影撮影して得られた医用画像デー
タであり、造影撮影されたＸ線画像データである。或いは、具体的には、第２の医用画像
データは、器具が挿入された特定組織を撮影して得られた医用画像データであり、非造影
で撮影されたＸ線画像データである。上記の器具は、特定組織に挿入されたガイドワイヤ
である。ガイドワイヤは、Ｘ線不透過性であるため、ガイドワイヤが挿入された状態で撮
影されたＸ線画像データには、造影剤を注入することなく、特定組織に対応する領域が明
瞭に描出される。
【００８０】
　例えば、第１の実施形態では、入力部１３０は、被検体Ｐの所定組織（心臓）が描出さ
れた超音波画像データにおいて、Ｘ線画像データで判別可能な特定組織に対応する位置に
ランドマークの設定を受け付ける。
【００８１】
　そして、超音波診断装置１００が有する出力部１５７ａは、第１の医用画像データにお
けるランドマークの位置の情報を含むデータを出力データとして出力する。第１の実施形
態では、出力部１５７ａは、超音波画像データにおけるランドマークの位置の情報を含む
データを出力データとして出力する。例えば、出力部１５７ａは、解析部１５６が生成し
た３次元解析画像データにランドマークの位置の情報を付加したデータを出力データとし
て出力する。
【００８２】
　そして、Ｘ線診断装置２００が有する取得部２２１ａは、出力データを受信し、被検体
Ｐの所定組織を複数の撮影方向から撮影して得られた撮影方向に対応する複数の第２の医
用画像データと、出力データから読み込んだランドマークの位置とに基づいて、第２の医
用画像データの３次元撮影空間におけるランドマークの３次元位置情報を取得する。或い
は、取得部２２１ａは、出力データを受信し、被検体Ｐの所定組織を１つの撮影方向から
撮影して得られた撮影方向に対応する１つの第２の医用画像データと、出力データから読
み込んだランドマークの位置とに基づいて、第２の医用画像データの３次元撮影空間にお
けるランドマークの３次元位置情報を取得する。上記の３次元撮影空間は、Ｘ線診断装置
２００の３次元撮影空間である。また、上記の「複数の第２の医用画像データ」は、Ｘ線
診断装置２００の３次元撮影空間において、複数の撮影方向の撮影で得られた「複数のＸ
線画像データ」である。また、上記の「１つの第２の医用画像データ」は、Ｘ線診断装置
２００の３次元撮影空間において、１つの撮影方向の撮影で得られた「１つのＸ線画像デ
ータ」である。
【００８３】
　具体的には、取得部２２１ａは、「上記の複数の第２の医用画像データにおける特定組
織の位置」と、「出力データから読み込んだランドマークの位置を、３次元撮影空間に配
置して、上記の複数の第２の医用画像データに投影したランドマーク投影位置」とに基づ
いて、ランドマークの３次元位置情報を取得する。或いは、取得部２２１ａは、「上記の
１つの第２の医用画像データにおける特定組織の位置」と、「出力データから読み込んだ
ランドマークの位置を、３次元撮影空間に配置して上記の１つの第２の医用画像データに
投影したランドマーク投影位置」とに基づいて、ランドマークの３次元位置情報を取得す
る。
【００８４】
　換言すると、取得部２２１ａは、３次元撮影空間において、「第２の医用画像データに
描出された特定組織」と、「ランドマーク」との対応付けを行なう。ここで、後述するよ
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うに、ランドマークは、３点以上設定される。ランドマークが３点以上あれば、「１方向
の撮影で得られた１つの第２の医用画像データ」を用いても、３次元撮影空間での対応付
けが可能である。
【００８５】
　以下では、取得部２２１ａが、「造影撮影で得られた複数のＸ線画像データ」を用いて
、ランドマークの３次元位置情報を取得する場合について説明する。ただし、以下で説明
する内容は、取得部２２１ａが、「造影撮影で得られた１つのＸ線画像データ」を用いて
、ランドマークの３次元位置情報を取得する場合でも適用可能である。また、以下で説明
する内容は、「複数のＸ線画像データ」として「ガイドワイヤ挿入時に複数の撮影方向で
撮影された複数のＸ線画像データ」を用いる場合や、「１つのＸ線画像データ」として「
ガイドワイヤ挿入時に１つの撮影方向で撮影された１つのＸ線画像データ」を用いる場合
でも適用可能である。
【００８６】
　例えば、取得部２２１ａは、出力データを受信し、被検体Ｐの所定組織（心臓）を複数
方向から撮影した複数のＸ線画像データそれぞれにおける特定組織の位置と、出力データ
から読み込んだランドマークの位置をＸ線画像データの３次元撮影空間に配置して複数の
Ｘ線画像データそれぞれに投影したランドマーク投影位置とに基づいて、３次元撮影空間
におけるランドマークの３次元位置情報を取得する。
【００８７】
　そして、Ｘ線診断装置２００が有する表示部２２３は、ランドマークの３次元位置情報
に基づいて、第１の医用画像データが、所定組織の第２の医用画像データに重畳された画
像データを表示する。或いは、表示部２２３は、ランドマークの３次元位置情報に基づい
て、第１の医用画像データを解析することで生成された解析画像データが、所定組織の第
２の医用画像データに重畳された画像データを表示する。
【００８８】
　第１の実施形態では、表示部２２３は、ランドマークの３次元位置情報に基づいて、超
音波画像データを解析することで生成された解析画像データが、所定組織（心臓）のＸ線
画像データに重畳された画像データを表示する。
【００８９】
　以下、図９に示す各部が行なう処理の一例について、説明する。図１０、図１１、図１
２Ａ～図１２Ｄは、第１の実施形態に係るランドマークを説明するための図である。
【００９０】
　上述したように、ＣＲＴでは、心臓の周囲を走行する静脈に電極が留置される。すなわ
ち、電極は、冠静脈（Coronary　Vein）内に留置される。具体的には、電極は、左心室周
囲を走行する冠静脈内に留置される。図１０の左図は、心臓を後面から見た場合に観察さ
れる冠静脈を示す図であり、図１０の右図は、心臓を前面から見た場合に観察される冠静
脈を示す図である。
【００９１】
　図１０に示すように、冠静脈は、左心房と左心室との境界（左房室間溝）に位置する冠
状静脈洞（ＣＳ：Coronary　Sinus）に集まり、右心房へと走行する。また、図１０に示
すように、大心臓静脈（ＧＣＶ：Great　Cardiac　Vein）は、心臓の前面での左心室と右
心室の境界（前室間溝）から始まり、左房室間溝に沿って後方に走行し、ＣＳに合流する
。また、図１０に示すように、中心静脈（ＭＣＶ：Middle　Cardiac　Vein）は、心臓の
後面での左室と右室の境界（後室間溝）に沿って走行し、ＣＳに合流する。
【００９２】
　また、図１０に示すように、左心室周囲を走行する冠静脈としては、ＧＣＶから分岐す
る左辺縁静脈（ＬＭＶ：Left　Marginal　Vein　of　great　cardiac　vein）や、左心室
後静脈（ＰＶ：Posterior　Veins　of　left　ventricle）がある。ＧＣＶ、ＭＣＶ，Ｌ
ＭＶ及びＰＶは、図１０の左図に示すように、左心室表面を心基部から心尖部に向かって
走行していることから、医師は、これらの静脈から選択した静脈内において、非同期部位
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に最も近い位置に電極を留置する。
【００９３】
　造影撮影により生成されたＸ線画像データ（Ｘ線造影画像データ）では、冠静脈を確認
することができる。すなわち、図１１に示すように、ＣＳとＧＣＶとの分岐点、及び、Ｃ
ＳとＭＣＶとの分岐点は、Ｘ線造影画像データで確認することができる。或いは、ＣＳが
走行する線は、Ｘ線造影画像データで確認することができる。
【００９４】
　一方、超音波画像データを観察しても、冠静脈を確認することが困難である。しかし、
上述したように、ＣＳは、心基部周囲に位置する。また、ＧＣＶは、心臓の前面での左心
室と右心室との境界でＣＳから分岐し、ＭＣＶは、心臓の後面での左心室と右心室との境
界でＣＳから分岐する。また、Ｂモードの超音波画像データでは、心基部や、左心室と右
心室との境界を観察することができる。
【００９５】
　すなわち、ＣＳとＧＣＶとの分岐点に対応する位置、及び、ＣＳとＭＣＶとの分岐点に
対応する位置は、Ｂモードの超音波画像データで確認することができる。或いは、ＣＳの
走行線に対応する線は、Ｂモードの超音波画像データで確認することができる。すなわち
、上述した特定組織の一例は、左心室周囲を走行する冠静脈（ＣＳ、ＧＣＶ、ＭＣＶ）で
ある。
【００９６】
　そこで、入力部１３０は、解析画像データの生成に用いた超音波画像データ群を構成す
る超音波画像データにおいて、冠静脈に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける
。第１の実施形態に係る入力部１３０は、３次元解析画像データの生成に用いた３次元超
音波画像データ群を構成する３次元超音波画像データに基づく２次元画像データにおいて
、冠静脈に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける。
【００９７】
　例えば、収縮末期の３次元解析画像データを出力データに含める場合、操作者は、収縮
末期の３次元超音波画像データの表示要求を入力部１３０に入力する。表示要求が転送さ
れた制御部１５７は、対応する３次元超音波画像データを画像メモリ１５５から読み出し
て、モニタ１２０に表示させる。例えば、制御部１５７は、３次元超音波画像データを複
数レベルのＣ面で切断したＭＰＲ画像データを画像生成部１５４に生成させ、モニタ１２
０に表示させる。操作者は、モニタ１２０を参照して、心基部レベルとなるように、切断
面の調整を行なう。例えば、操作者は、Ｃ７レベルの断面を上下に移動させたり、Ｃ７レ
ベルの断面を傾けたりすることで、心基部レベルのＭＰＲ画像データを表示させる。
【００９８】
　そして、操作者は、心基部レベルのＭＰＲ画像データを参照して、ランドマークを設定
する。ランドマークは、Ｘ線画像データの３次元撮影空間と超音波画像データの３次元撮
影空間との位置合わせに用いられる。このため、入力部１３０が受け付けるランドマーク
は、「３つ以上の点」、又は、「線」、又は、「２つ以上の点及び線」となる。
【００９９】
　例えば、操作者は、心基部レベルのＭＰＲ画像データを参照して、左房室間溝の位置、
前面での左心室（ＬＶ：Left　Ventricular）と右心室（ＲＶ：Right　Ventricular）と
の境界、及び、後面でのＬＶとＲＶとの境界を確認する。
【０１００】
　そして、例えば、入力部１３０は、図１２Ａに示すように、ＣＳとＧＣＶとの分岐点に
対応する位置に点Ａの設定を受け付け、ＣＳとＭＣＶとの分岐点に対応する位置に点Ｂの
設定を受け付ける。更に、例えば、入力部１３０は、図１２Ａに示すように、自由壁側の
左房室間溝において、点Ａと点Ｂとの略中間点に点Ｃの設定を受け付ける。
【０１０１】
　或いは、例えば、入力部１３０は、図１２Ｂに示すように、自由壁側の左房室間溝にお
いて、ＣＳの走行線に対応する線であり、一定の太さを有する線（線Ｄ）の設定を受け付
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ける。
【０１０２】
　或いは、例えば、入力部１３０は、図１２Ｃに示すように、上記の点Ａ及び点Ｂの設定
を受け付け上記の線Ｄの設定を受け付ける。なお、図１２Ｃに示す場合に設定される線Ｄ
は、点Ａ及び点Ｂを含まない線であっても良い。
【０１０３】
　なお、ランドマークの設定対象となるＭＰＲ画像データは、心基部レベルに限定されな
い。例えば、ランドマークの設定対象となるＭＰＲ画像データは、図１２Ｄに示すように
、「心基部レベルに対応する断面Ｅ」のＭＰＲ画像データ、「心尖部レベルに近いレベル
に対応する断面Ｆ」のＭＰＲ画像データ、及び、「断面Ｅと断面Ｆとの中間に位置する断
面Ｇ」のＭＰＲ画像データであっても良い。かかる場合、３つのＭＲＰ画像データにおい
て、図１２Ａ，図１２Ｂ及び図１２Ｃで説明したいずれかのランドマークが設定される。
【０１０４】
　そして、図１２Ａ～図１２Ｃに例示したランドマークの位置は、出力部１５７ａの処理
により、ＭＰＲ画像データが生成された３次元超音波画像データの３次元空間における座
標に変換される。そして、出力部１５７ａは、超音波画像データ、又は、解析画像データ
、又は、超音波画像データと解析データとの合成データを解析結果データとする。第１の
実施形態では、出力部１５７ａは、３次元超音波画像データ、又は、３次元解析画像デー
タ、又は、３次元超音波画像データ及び３次元解析画像データ、又は、３次元超音波画像
データと３次元解析画像データとの３次元合成データを解析結果データとする。
【０１０５】
　上記の３次元超音波画像データは、３次元解析画像データの時相に対応する３次元超音
波画像データである。例えば、上記の３次元超音波画像データは、収縮末期の３次元解析
画像データに対応する収縮末期の３次元超音波画像データである。また、例えば、上記の
３次元解析画像データは、図６を用いて説明した３次元解析画像データである。
【０１０６】
　そして、出力部１５７ａは、解析結果データにおけるランドマークの位置の情報を当該
解析結果データに付加したデータを出力データとして出力する。本実施形態では、出力部
１５７ａは、出力データをＸ線診断装置２００に出力する。
【０１０７】
　図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃは、第１の実施形態に係る出力データの一例を示す図
である。例えば、出力部１５７ａは、図１３Ａに示すように、３次元解析画像データにお
けるランドマーク（図１２Ａに示す３点）の位置の情報を３次元解析画像データに付加し
たデータを出力する。
【０１０８】
　或いは、例えば、出力部１５７ａは、図１３Ｂに示すように、３次元解析画像データに
おけるランドマーク（図１２Ｂに示す線）の位置の情報を３次元解析画像データに付加し
たデータを出力する。或いは、出力部１５７ａは、図１２Ｄで説明したように、３レベル
の断面それぞれで１点のランドマークが設定された場合、図１３Ｄに示すように、３次元
解析画像データにおけるランドマーク（３点）の位置の情報を３次元解析画像データに付
加したデータを出力する。
【０１０９】
　これにより、Ｘ線診断装置２００の取得部２２１ａは、出力データを受信する。そして
、取得部２２１ａは、Ｘ線画像データの３次元撮影空間と超音波画像データの３次元撮影
空間との位置合わせを、出力データを用いて実行する。図１４、図１５、図１６Ａ及び図
１６Ｂは、第１の実施形態に係る取得部を説明するための図である。
【０１１０】
　まず、取得部２２１ａの制御により、Ｘ線診断装置２００は、被検体Ｐの心臓を複数方
向から造影撮影して、複数のＸ線画像データを生成する。例えば、取得部２２１ａの制御
により、Ｘ線管２１２は、図１４に示すように、第１方向から被検体ＰにＸ線を照射し、
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Ｘ線検出器２１６は、第１方向にて被検体Ｐを透過したＸ線を検出する。これにより、画
像データ生成部２２４は、第１方向のＸ線画像データを生成する。また、例えば、取得部
２２１ａの制御により、Ｘ線管２１２は、図１４に示すように、第２方向から被検体Ｐに
Ｘ線を照射し、Ｘ線検出器２１６は、第２方向にて被検体Ｐを透過したＸ線を検出する。
これにより、画像データ生成部２２４は、第２方向のＸ線画像データを生成する。
【０１１１】
　そして、取得部２２１ａは、第１方向のＸ線画像データ及び第２方向のＸ線画像データ
と、出力データとを用いて、ランドマークの３次元位置情報を取得する。例えば、取得部
２２１ａは、図１５に示すように、３次元解析画像データにおける３点のランドマークを
、Ｘ線造影画像データに描出された冠静脈に対応付けることで、ランドマークの３次元位
置情報を取得する。
【０１１２】
　まず、取得部２２１ａは、解析結果データである３次元解析画像データを、Ｘ線診断装
置２００の３次元撮影空間に配置する。そして、取得部２２１ａは、複数のＸ線画像デー
タそれぞれにおけるランドマーク投影位置を取得する。ここで、解析結果データが配置さ
れる位置は、例えば、操作者により設定される。或いは、配置位置は、例えば、予め設定
された位置である。例えば、取得部２２１ａは、３次元撮影空間に配置された３次元解析
画像データにおける３点のランドマークを第１方向及び第２方向に投影する。
【０１１３】
　そして、取得部２２１ａは、第１方向のＸ線画像データにおける３点の投影位置を取得
し、画像処理部２２６は、第１方向のＸ線画像データに、取得部２２１ａが取得した３点
の投影位置それぞれに、点（マーク）を描画する。同様に、取得部２２１ａは、第２方向
のＸ線画像データにおける３点の投影位置を取得し、画像処理部２２６は、第２方向のＸ
線画像データに、取得部２２１ａが取得した３点の投影位置それぞれに、点（マーク）を
描画する。
【０１１４】
　そして、表示部２２３は、取得部２２１ａの制御により、複数のＸ線画像データそれぞ
れにランドマーク投影位置を表示する。例えば、図１６Ａの左図に示すように、表示部２
２３は、３点のランドマークを第１方向で投影した位置に３つの点が描画された第１方向
のＸ線画像データを表示する。また、例えば、図１６Ｂの左図に示すように、表示部２２
３は、３点のランドマークを第２方向で投影した位置に３つの点が描画された第２方向の
Ｘ線画像データを表示する。
【０１１５】
　そして、取得部２２１ａは、表示部２２３を参照する操作者が、複数のＸ線画像データ
それぞれにおける特定組織（冠静脈）の位置にランドマーク投影位置を対応付ける操作に
基づいて、ランドマークの３次元位置情報を取得する。
【０１１６】
　例えば、操作者は、図１６Ａの左図に示す画像を参照し、画像に描出されている３つの
点それぞれを、対応する冠静脈の位置まで移動させる。これにより、３つのランドマーク
投影位置それぞれは、図１６Ａの右図に示すように、第１方向のＸ線画像データに描出さ
れているＣＳとＧＣＶとの分岐点、ＣＳ上の点及びＣＳとＭＣＶとの分岐点に対応付けら
れる。
【０１１７】
　また、例えば、操作者は、図１６Ｂの左図に示す画像を参照し、画像に描出されている
３つの点それぞれを、対応する冠静脈の位置まで移動させる。これにより、３つのランド
マーク投影位置それぞれは、図１６Ｂの右図に示すように、第２方向のＸ線画像データに
描出されているＣＳとＧＣＶとの分岐点、ＣＳ上の点及びＣＳとＭＣＶとの分岐点に対応
付けられる。
【０１１８】
　なお、操作者は、投影したランドマークとＸ線画像データに描出されているランドマー
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クとが略同じ位置となるように、移動操作を行なう。また、ランドマークが線である場合
、操作者は、投影した線の大部分がＣＳの走行線と重なるように、移動操作を行なう。な
お、投影方向によっては、投影したランドマークの点がＸ線画像データ上で確認できない
場合がある。かかる場合を考慮すると、ランドマークは、太さを有する線として設定され
たり、図１２Ｄで説明したように、複数断面それぞれで、２つ以上の点として設定された
りすることが好適である。或いは、投影したランドマークの点がＸ線画像データ上で確認
できるように、Ｘ線画像データの投影方向を調整しても良い。
【０１１９】
　なお、本実施形態は、ランドマークだけでなく、解析結果データを投影させても良い。
すなわち、解析結果データである３次元超音波画像データや、３次元解析画像データや、
これらの合成データを、複数のＸ線画像データそれぞれに投影させても良い。かかる処理
を行なうことで、操作者は、左房室間溝や、前室間溝、後室間溝等も確認しながら、ラン
ドマーク投影位置の対応付けを行なうことができる。なお、上述したように、ランドマー
ク投影位置の対応付けは、１方向のＸ線画像データを用いて行なわれても良い。
【０１２０】
　取得部２２１ａは、上記のランドマーク投影位置の移動量及び移動方向に応じて、３次
元撮影空間に配置したランドマークの平行移動や、回転移動を行ない、これらの処理を行
なった後のランドマークの位置を、ランドマークの３次元位置情報として取得する。なお
、ランドマークの平行移動や、回転移動にともない、３次元解析画像データも、３次元撮
影空間にて平行移動や、回転移動される。また、移動操作により、ランドマーク間の距離
が変更される場合もある。かかる場合、取得部２２１ａは、３次元撮影空間に配置したラ
ンドマーク間の距離の変更処理を行なう。かかる処理が行なわれる場合、３次元解析画像
データは、３次元撮影空間にて拡大されたり、縮小されたり、変形される。
【０１２１】
　そして、画像処理部２２６は、ランドマークの３次元位置情報に基づいて３次元撮影空
間に再配置した３次元解析画像データ、或いは、ランドマークの３次元位置情報に基づい
て３次元撮影空間に再配置して「拡大、縮小、又は、変形」した３次元解析画像データを
、医師が所望する方向でリアルタイム撮影されている被検体Ｐの心臓のＸ線画像データに
投影する。すなわち、画像処理部２２６は、３次元撮影空間で位置合わせされた３次元解
析画像データの投影像を、心臓のＸ線画像データに重畳した画像データを生成する。なお
、医師が所望する方向とは、電極の留置に適したＸ線画像データを撮影するための方向で
ある。また、医師が所望する方向は、術中任意に変更可能であり、画像処理部２２６は、
３次元解析画像データを、変更後の方向でリアルタイム撮影されている被検体Ｐの心臓の
Ｘ線画像データに投影する。
【０１２２】
　図１７は、第１の実施形態で表示される画像データの一例を示す図である。医師は、図
１７に例示する画像データを参照して、３次元解析画像データの投影像で非同期部位を確
認しながら、非同期部位の最も近い位置の静脈内に、電極を留置することができる。なお
、３次元解析画像データの投影像は、重畳された画像であることから、操作者の要求に応
じて、表示及び非表示の切り替えが可能である。なお、本実施形態は、Ｘ線画像データに
重畳される３次元解析画像データの投影対象を、非同期部位のみとしても良い。また、重
畳される３次元解析画像データの投影像は、任意の不透明度に変更可能である。なお、３
次元解析画像データの投影像が重畳されるＸ線画像データは、Ｘ線造影画像データであっ
ても、非造影のＸ線画像データであっても良い。
【０１２３】
　ここで、解析結果データが３次元超音波画像データである場合には、取得部２２１ａは
、ランドマークの３次元位置情報を取得後、超音波診断装置１００から対応する３次元解
析画像データを取得する。或いは、解析結果データが３次元超音波画像データである場合
には、医師が所望する方向で撮影されたＸ線画像データに重畳される画像データは、３次
元解析画像データの投影像以外にも、３次元超音波画像データに基づく画像データであっ
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ても良い。かかる３次元超音波画像データに基づく画像データは、例えば、非同期部位の
短軸面を含む複数の短軸面の超音波画像データである。
【０１２４】
　また、本実施形態は、ランドマークの３次元位置情報を取得するために、操作者が設定
したランドマーク以外の情報を用いても良い。図１８は、第１の実施形態に係る変形例を
説明するための図である。すなわち、出力部１５７ａは、更に、所定組織である心臓の形
状情報として、少なくとも心外膜位置情報を出力データに含めて出力しても良い。かかる
場合、出力部１５７ａは、形状情報として、心外膜位置情報を出力データに含めて出力す
る。具体的には、心外膜位置情報は、３ＤＴ処理で得られた心外膜の３次元ワイヤーフレ
ームデータである。また、心内膜位置情報は、３ＤＴ処理で得られた心内膜の３次元ワイ
ヤーフレームデータである。なお、本実施形態は、心内膜位置情報を出力データに含めて
も良い。
【０１２５】
　そして、表示部２２３は、ランドマーク投影位置とともに、心外膜位置情報を複数のＸ
線画像データそれぞれに投影した心外膜投影位置を表示する。例えば、表示部２２３は、
図１８に示すように、心外膜の３次元ワイヤーフレームデータを第１方向に投影したデー
タを、第１方向のＸ線画像データに重畳表示する。
【０１２６】
　そして、取得部２２１ａは、更に、表示部２２３を参照する操作者が心外膜投影位置を
、複数のＸ線画像データそれぞれの心外膜の所定位置に対応付ける操作に基づいて、ラン
ドマークの３次元位置情報を取得する。ここで、心外膜の所定位置は、左心室の心尖部で
ある。心尖部は、Ｘ線画像データに明瞭に描出されていないものの、操作者が目視で判別
することが可能である。本変形例では、操作者は、心外膜の３次元ワイヤーフレームデー
タの投影像で確認した心尖部を、Ｘ線画像データで確認した心尖部まで移動させる。これ
により、本変形例では、ランドマークの３次元位置情報をより精度よく取得することがで
きる。なお、心内膜の３次元ワイヤーフレームデータの投影像は、左房室間溝や、前室間
溝、後室間溝等の確認作業を行なう際に、補助的な情報として利用することができる。
【０１２７】
　この変形例では、出力部１５７ａは、心外膜位置情報を、表示及び非表示を切り替え可
能な特定情報として出力する。具体的には、出力部１５７ａは、特定情報を所定の輝度値
で構成した情報として出力する。例えば、出力部１５７ａは、解析結果データを、５１２
階調のうち、５１１階調の輝度値で構成されるデータとし、心外膜位置情報を、５１２階
調のうち、１階調の輝度値で構成されるデータとして出力する。これにより、心外膜位置
情報の表示及び非表示を簡便に切り替えることができる。心外膜投影位置が表示されてい
ると、ランドマーク投影位置の位置合わせが困難になることが想定される。上記の構成で
心外膜位置情報を出力データに含めることで、ランドマーク投影位置の位置合わせを円滑
の行なうことができる。
【０１２８】
　なお、心外膜位置情報を用いない場合であり、３次元合成データを解析結果データとす
る場合、出力部１５７ａは、３次元解析画像データを、５１２階調のうち、５１１階調の
輝度値で構成されるデータとし、３次元超音波画像データを、５１２階調のうち、１階調
の輝度値で構成されるデータとして出力しても良い。これにより、３次元超音波画像デー
タの表示及び非表示を簡便に切り替えることができる。
【０１２９】
　続いて、図１９及び図２０を用いて、第１の実施形態に係る画像処理システム１の処理
の流れについて説明する。図１９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が行なう処理
の一例を説明するためのフローチャートであり、図２０は、第１の実施形態に係るＸ線診
断装置が行なう処理の一例を説明するためのフローチャートである。なお、図１９は、３
次元超音波画像データのＭＰＲ画像データが表示され、かつ、３次元解析画像データが生
成された後に行なわれる処理の一例を示している。
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【０１３０】
　図１９に例示するように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００が有する入力部
１３０は、操作者からランドマークの設定を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ１
０１）。ここで、ランドマークの設定を受け付けない場合（ステップＳ１０１否定）、入
力部１３０は、ランドマークの設定を受け付けるまで待機する。
【０１３１】
　一方、ランドマークの設定を受け付けた場合（ステップＳ１０１肯定）、出力部１５７
ａは、解析結果データとランドマークの位置の情報とを出力データとして出力し（ステッ
プＳ１０２）、処理を終了する。
【０１３２】
　そして、図２０に例示するように、第１の実施形態に係るＸ線診断装置２００が有する
取得部２２１ａは、超音波診断装置１００から出力データを受信したか否かを判定する（
ステップＳ２０１）。ここで、出力データを受信していない場合（ステップＳ２０１否定
）、取得部２２１ａは、出力データを受信するまで待機する。
【０１３３】
　一方、出力データを受信した場合（ステップＳ２０１肯定）、取得部２２１ａは、Ｘ線
診断装置２００の各部を制御して、複数方向のＸ線画像データを生成させる（ステップＳ
２０２）。具体的には、Ｘ線診断装置２００は、造影剤が注入された被検体Ｐの心臓を、
複数方向から撮影する。
【０１３４】
　そして、取得部２２１ａの制御により、表示部２２３は、複数のＸ線画像データそれぞ
れに、ランドマーク投影位置を重畳表示する（ステップＳ２０３）。そして、取得部２２
１ａは、操作者からランドマーク投影位置と、複数のＸ線画像データそれぞれにおける特
定組織の位置とを対応付ける対応付け操作を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ２
０４）。ここで、対応付け操作を受け付けない場合（ステップＳ２０４否定）、取得部２
２１ａは、対応付け操作を受け付けるまで待機する。
【０１３５】
　一方、対応付け操作を受け付けた場合（ステップＳ２０４肯定）、取得部２２１ａは、
対応付け操作に基づいて、３次元撮影空間におけるランドマークの３次元位置情報を取得
する（ステップＳ２０５）。そして、取得部２２１ａの制御により、表示部２２３は、解
析画像データが、Ｘ線画像データに位置合わせされた画像データを表示し（ステップＳ２
０６）、処理を終了する。
【０１３６】
　上述したように、第１の実施形態では、造影撮影により容易にＸ線画像データで判別可
能な特定組織であり、超音波画像データには描出されないが、存在する位置が組織形態か
ら判別可能な特定組織である冠静脈を用いて、超音波画像データとＸ線画像データとの位
置合わせを行なう。これにより、第１の実施形態では、超音波診断で特定された部位をＸ
線透視下で判別することができる。また、第１の実施形態では、位置合わせにより重畳表
示可能となった３次元解析画像データの投影像を参照しながら、医師は、非同期部位近く
に、電極を留置することが可能となる。
【０１３７】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、解析画像データが２次元である場合について、図２１Ａ、図２１
Ｂ，図２２及び図２３を用いて説明する。図２１Ａ、図２１Ｂ，図２２及び図２３は、第
２の実施形態を説明するための図である。
【０１３８】
　第２の実施形態に係る画像処理システム１は、図１を用いて説明した第１の実施形態に
係る画像処理システム１と同様に構成される。ただし、第２の実施形態は、超音波診断装
置１００が２次元走査専用の装置であっても適用可能である。
【０１３９】
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　すなわち、第２の実施形態に係る解析部１５６は、被検体Ｐを２次元超音波走査するこ
とで生成された時系列に沿った２次元超音波画像データ群を解析して、２次元解析画像デ
ータを生成する。第２の実施形態では、まず、操作者は、被検体Ｐの心臓の左心系の短軸
断面を、１心拍以上の期間で２次元走査する。これにより、画像生成部１５４は、図２１
Ａに示すように、１心拍以上の期間の時系列に沿った複数の２次元超音波画像データを生
成し、画像メモリ１５５に格納する。画像メモリ１５５に格納された複数の２次元超音波
画像データは、少なくとも左心室を含む心臓の短軸断面を１心拍以上の期間で超音波走査
することで生成された２次元超音波画像データ群である。なお、第２の実施形態に係る２
次元超音波画像データは、２次元Ｂモード画像データである。また、第２の実施形態は、
メカニカル４Ｄプローブや２Ｄアレイプローブである超音波プローブ１１０を用いて、２
次元走査を行なう場合であっても良いし、２次元走査専用の超音波プローブ１１０を用い
る場合であっても良い。
【０１４０】
　そして、解析部１５６は、２次元超音波画像データ群から、心壁運動情報の時系列デー
タを算出する。具体的には、解析部１５６は、２次元超音波画像データ間のパターンマッ
チングを含む処理により各追跡点を追跡した結果を用いて、心壁運動情報の算出処理を行
なう。第２の実施形態では、２次元スペックルトラッキング処理（2D　Speckle　Trackin
g、以下「２ＤＴ」）が行なわれる。
【０１４１】
　例えば、入力部１３０は、操作者から、２次元超音波画像データ群の第１フレームの表
示要求を受け付ける。表示要求が転送された制御部１５７は、第１フレームの２次元超音
波画像データを画像メモリ１５５から読み出して、モニタ１２０に表示させる。
【０１４２】
　そして、操作者は、モニタ１２０に表示された２次元超音波画像データを参照して、２
ＤＴを行なう追跡点を複数設定する。一例を挙げると、操作者は、２次元超音波画像デー
タにおいて、左室内膜や心筋外膜の位置をトレースする。解析部１５６は、トレースされ
た内膜面や外膜面から２次元的な境界面を再構成する。そして、解析部１５６は、図２１
Ｂに例示するように、第１フレームの内膜面及び外膜面それぞれにおいて、ペアとなる複
数の追跡点を設定する。解析部１５６は、第１フレームで設定された複数の追跡点それぞ
れに対して、テンプレートデータを設定する。テンプレートデータは、追跡点を中心とす
る複数のピクセルから構成される。
【０１４３】
　そして、解析部１５６は、２つのフレーム間でテンプレートデータのスペックルパター
ンと最も一致する領域を探索することで、テンプレートデータが次のフレームでどの位置
に移動したかを追跡する。なお、追跡点は、解析部１５６が第１フレームに含まれる左心
室の内膜面や外膜面を検出することで設定する場合であっても良い。
【０１４４】
　これにより、解析部１５６は、歪みや変位等の心壁運動情報の時系列データを算出する
。例えば、解析部１５６は、心内膜及び心外膜の２ＤＴの結果から、心壁運動情報として
歪み（Strain）を算出する。解析部１５６は、円周方向の歪みや、壁厚方向の歪みを算出
する。或いは、解析部１５６は、心内膜又は心外膜の２ＤＴの結果から、変位を算出する
。解析部１５６は、円周方向の変位や、壁厚方向の円周方向の歪みや、壁厚方向の歪みを
算出する。
【０１４５】
　そして、例えば、解析部１５６は、１６分画それぞれの心壁運動情報の値をカラーに変
換したうえで、２次元超音波画像データの心内膜面と心外膜面との間にマッピングした２
次元解析画像データを生成する。すなわち、第２の実施形態に係る解析部１５６が生成す
る２次元解析画像データは、図７に例示したＣ面の解析画像データに対応するデータであ
る。
【０１４６】
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　そして、第２の実施形態に係る入力部１３０は、２次元超音波画像データ群を構成する
２次元超音波画像データにおいて、ランドマークの設定を受け付ける。例えば、収縮末期
の２次元解析画像データが選択された場合、ランドマークは、収縮末期の２次元超音波画
像データにて設定される。例えば、入力部１３０は、第１の実施形態で図１２Ｃを用いて
説明した２点と太さを有する線とで構成されるランドマークを受け付ける（図２２の左図
を参照）。
【０１４７】
　そして、第２の実施形態に係る出力部１５７ａは、２次元超音波画像データ、又は、２
次元解析画像データ、又は、２次元超音波画像データ及び２次元解析画像データ、又は、
２次元超音波画像データと２次元解析画像データとの２次元合成データを解析結果データ
とする。そして、出力部１５７ａは、解析結果データにおけるランドマークの位置の情報
を当該解析結果データに付加したデータを出力データとして出力する。以下では、２次元
超音波画像データと、当該２次元超音波画像データの心内膜面と心外膜面との間に心壁運
動情報の値をカラーマッピングした２次元解析画像データとの２次元合成データを、解析
結果データとする場合について説明する。
【０１４８】
　そして、第２の実施形態に係る取得部２２１ａは、第１の実施形態で説明したように、
複数方向で撮影した複数のＸ線画像データと、ランドマーク投影位置とに基づいて、ラン
ドマークの３次元位置情報を取得する。すなわち、取得部２２１ａは、図２２に示すよう
に、２次元解析画像データにおける２点及び線のランドマークを、Ｘ線造影画像データに
描出された冠静脈に対応付けることで、ランドマークの３次元位置情報を取得する。なお
、第２の実施形態においても、取得部２２１ａは、１方向で撮影した１つのＸ線画像デー
タと、ランドマーク投影位置とに基づいて、ランドマークの３次元位置情報を取得しても
良い。
【０１４９】
　例えば、第２の実施形態では、第１の実施形態と同様に、２次元解析画像データを３次
元撮影空間に配置したうえで、ランドマークを、第１方向のＸ線画像データと第２方向の
Ｘ線画像データとに投影する。そして、第２の実施形態でも、操作者は、図２３の左図に
示すように、ランドマーク投影位置が、Ｘ線造影画像データに描出された冠静脈に一致す
るように、操作を行なう。これにより、ランドマークの３次元撮影空間における位置が修
正され、２次元解析画像データの３次元撮影空間における位置が修正される。なお、第２
の実施形態においても、操作者の操作によっては、２次元解析画像データが変形される。
【０１５０】
　そして、第２の実施形態においても、３次元撮影空間に再配置された２次元解析画像デ
ータを医師が所望する方向へ投影することで、図２３の右図に示すように、２次元解析画
像データが、心臓のＸ線画像データに重畳された画像データが表示部２２３にて表示され
る。なお、図２３の右図に示す一例では、２次元合成データの投影像がＸ線画像データに
位置合わせされた状態で重畳表示されている。なお、第２の実施形態において、Ｘ線画像
データに位置合わせされた状態で重畳表示される画像データは、例えば、非同期部位の短
軸面の超音波画像データであっても良い。
【０１５１】
　なお、第２の実施形態に係る処理の流れは、解析画像データが２次元である以外、第１
の実施形態と同様であるので、説明を省略する。また、第１の実施形態で説明した内容は
、解析画像データが２次元である以外、可能な範囲で、第２の実施形態でも同様に適用さ
れる。
【０１５２】
　上述したように、第２の実施形態では、２次元データの処理のみ可能である超音波診断
装置１００を用いる場合であっても、超音波画像データとＸ線画像データとの位置合わせ
を行なうことができる。なお、第２の実施形態では、位置合わせにより重畳表示可能とな
る投影像が、２次元解析画像データの投影像であることから、非同期部位を広範囲で確認
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することはできないが、医師は、非同期部位に近い静脈を確認することができるので、従
来と比較して、治療効果が高い位置に電極を留置することができる。
【０１５３】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、複数断面にて、２次元解析画像データが生成される場合について
、図２４、図２５Ａ、図２５Ｂ、図２５Ｃ及び図２６を用いて説明する。図２４は、第３
の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図であり、図２５Ａ、図２５Ｂ
、図２５Ｃ及び図２６は、第３の実施形態を説明するための図である。
【０１５４】
　第３の実施形態に係る画像処理システム１は、図１を用いて説明した第１の実施形態に
係る画像処理システム１と同様に構成される。ただし、第３の実施形態に係る超音波診断
装置１００は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００とは異なり、図２４に示すよ
うに、超音波プローブ１１０に位置センサ１６０が取り付けられ、更に、トランスミッタ
ー１６１が設置される。
【０１５５】
　位置センサ１６０及びトランスミッター１６１は、超音波プローブ１１０の位置情報を
取得するための装置である。例えば、位置センサ１６０は、超音波プローブ１１０に取り
付けられる磁気センサである。また、例えば、トランスミッター１６１は、任意の位置に
配置され、自装置を中心として外側に向かって磁場を形成する装置である。
【０１５６】
　位置センサ１６０は、トランスミッター１６１によって形成された３次元の磁場を検出
する。そして、位置センサ１６０は、検出した磁場の情報に基づいて、トランスミッター
１６１を原点とする空間における自装置の位置（座標及び角度）を算出し、算出した位置
を装置本体１５０に送信する。ここで、位置センサ１６０は、自装置が位置する３次元の
座標及び角度を、超音波プローブ１１０の３次元位置情報として、装置本体１５０に送信
する。具体的には、位置センサ１６０は、超音波プローブ１１０の３次元位置情報を、出
力部１５７ａに送信する。
【０１５７】
　なお、本実施形態は、位置センサ１６０及びトランスミッター１６１を用いた位置検出
システム以外のシステムにより、超音波プローブ１１０の位置情報を取得する場合であっ
ても適用可能である。例えば、本実施形態は、ジャイロセンサや加速度センサ等を用いて
、超音波プローブ１１０の位置情報を取得する場合であっても良い。
【０１５８】
　そして、第３の実施形態では、解析部１５６は、被検体Ｐを複数の走査断面それぞれを
走査することで生成された複数の時系列に沿った２次元超音波画像データ群を解析して、
複数の２次元解析画像データを生成する。そして、入力部１３０は、複数の２次元超音波
画像データ群それぞれを構成する複数の２次元超音波画像データそれぞれにおいて、ラン
ドマークの設定を受け付ける。
【０１５９】
　例えば、入力部１３０は、「Ｃ３レベルの収縮末期の２次元解析画像データに対応する
２次元超音波画像データ」、「Ｃ５レベルの収縮末期の２次元解析画像データに対応する
２次元超音波画像データ」及び「Ｃ７レベルの収縮末期の２次元解析画像データに対応す
る２次元超音波画像データ」それぞれで、図２５Ａに示すように、２点と線とで構成され
るランドマークの設定を受け付ける。
【０１６０】
　そして、出力部１５７ａは、ランドマークの設定に用いた複数の２次元解析画像データ
それぞれに対応する複数の２次元解析結果データそれぞれにランドマークの位置の情報を
付加する。更に、出力部１５７ａは、位置センサ１６０が取得した位置情報（３次元位置
情報）から定まる複数の２次元解析結果データ間の相対的位置関係を示す相対位置情報を
付加する。そして、複数の２次元解析結果データそれぞれにランドマークの位置の情報が
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付加され、更に、相対位置情報が付加されたデータを出力データとして出力する。
【０１６１】
　そして、第３の実施形態に係る取得部２２１ａは、出力データから読み込んだ相対位置
情報に基づいて、図２５Ｂに示すように、３次元撮影空間に複数の２次元解析結果データ
を配置する。例えば、第３の実施形態では、各２次元解析結果データにおけるランドマー
クを、第１方向のＸ線画像データと第２方向のＸ線画像データとに投影する。そして、第
３の実施形態でも、操作者は、ランドマーク投影位置が、Ｘ線造影画像データに描出され
た冠静脈に一致するように、操作を行なう。これにより、図２５Ｃに示すように、３断面
それぞれのランドマークの３次元撮影空間における位置が修正される。また、これにとも
ない、各２次元解析画像データの３次元撮影空間における位置が修正される。なお、第３
の実施形態においても、操作者の操作によっては、各２次元解析画像データが変形される
。ここで、第３の実施形態においても、取得部２２１ａは、１方向で撮影した１つのＸ線
画像データと、３断面それぞれのランドマーク投影位置とに基づいて、ランドマークの３
次元位置情報を取得しても良い。
【０１６２】
　そして、第３の実施形態においても、３次元撮影空間に再配置された複数の２次元解析
画像データを医師が所望する方向へ投影することで、複数の２次元解析画像データそれぞ
れが、心臓のＸ線画像データに重畳された画像データが表示部２２３にて表示される。例
えば、第３の実施形態においては、複数の２次元合成データの投影像それぞれがＸ線画像
データに位置合わせされた状態で重畳表示される。なお、第２の実施形態において、Ｘ線
画像データに位置合わせされた状態で重畳表示される画像データは、例えば、非同期部位
の短軸面を含む複数の短軸面の超音波画像データであっても良い。
【０１６３】
　ここで、第３の実施形態は、以下に説明する変形例により行なわれても良い。本変形例
では、出力部１５７ａは、複数の２次元解析データそれぞれに対応する複数の２次元解析
結果データを、位置センサ１６０が取得した位置情報に基づいて３次元空間に配置するこ
とで、３次元解析結果データとする。そして、出力部１５７ａは、３次元解析結果データ
におけるランドマークの位置の情報を当該３次元解析結果データに付加したデータを出力
データとして出力する。そして、取得部２２１ａは、３次元撮影空間に３次元解析結果デ
ータを配置する。この変形例では、３次元解析結果データを配置した後の処理は、第１の
実施形態と同様の処理となる。
【０１６４】
　なお、上記の第３の実施形態において、２次元超音波走査が行なわれる断面は、短軸断
面に限定されるものではない。例えば、第３の実施形態において、２次元超音波走査が行
なわれる断面は、図２６に示すように、３つの短軸断面及び心尖部を含む長軸断面であっ
ても良い。かかる場合、長軸断面の２次元超音波画像データには、心尖部に対応する１点
がランドマークとして設定可能である。また、第１の実施形態で説明した内容は、解析画
像データが複数の２次元データである以外、可能な範囲で、第３の実施形態でも同様に適
用される。
【０１６５】
　上述したように、第３の実施形態では、複数の２次元解析画像データを用いることで、
１つの２次元解析画像データを用いる場合と比較して、医師は、非同期部位を広範囲で確
認することができる。従って、第３の実施形態では、第２の実施形態と比較して、治療効
果が高い位置に電極を留置することができる。
【０１６６】
　なお、上記の第１～第３の実施形態では、入力部１３０が点や線により示される複数の
ランドマークを受け付けて、表示部２２３が複数のランドマークを示す点や線を、Ｘ線画
像データに投影して表示する場合について説明した。しかし、上記の第１～第３の実施形
態では、表示部２２３は、入力部１３０が受け付けた複数のランドマークそれぞれを投影
した複数のランドマーク投影位置を表示する際、各ランドマークを区別可能とするように
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表示形態を変える場合であっても良い。
【０１６７】
　例えば、表示部２２３は、取得部２２１ａの制御により、各ランドマークを区別可能と
するように、点や線として表示される複数のランドマークそれぞれの脇に、ランドマーク
ごとに異なる文字や、記号、マーク、添え字の少なくとも１つを表示する。或いは、又は
、更に、例えば、表示部２２３は、取得部２２１ａの制御により、各ランドマークを区別
可能とするように、複数のランドマークそれぞれの大きさや、形、濃度、色の少なくとも
１つを変更して表示する。例えば、表示部２２３は、複数の点を投影表示する際、各点の
大きさ、各点の形、各点の濃さ、各点の色の少なくとも１つを変更して表示する。
【０１６８】
　これにより、操作者は、表示形態の違いにより、ランドマーク同士を区別して、各ラン
ドマーク投影位置を対応付ける操作を容易に行なうことができる。なお、上記の表示形態
の変更処理は、取得部２２１ａの制御により自動的に行なわれる場合の他に、操作者が入
力部１３０を用いて点や線を複数のランドマークとして入力する際に、「Ｔ」が「Ｌ」等
の文字や、記号、マーク等を、各ランドマークの脇に入力したり、複数のランドマークそ
れぞれを区別可能なように各ランドマークを描画したりすることで実行される場合であっ
ても良い。
【０１６９】
　また、上記の第１～第３の実施形態で説明した各部の処理は、画像処理装置４００が実
行する場合であっても良い。例えば、解析画像データの生成処理、ランドマークの設定受
け付け処理、出力データの出力処理、ランドマークの３次元位置情報の取得処理の一部又
は全ては、画像処理装置４００が実行する場合であっても良い。位置合わせされた解析画
像データとＸ線画像データとの重畳画像も、画像処理装置４００が生成する場合であって
も良い。すなわち、上記の第１～第３の実施形態で説明した各処理部の分散・統合の具体
的形態は、図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応
じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
【０１７０】
　また、上記の第１～第３の実施形態では、第１の医用画像データが、超音波画像データ
である場合について説明した。しかし、上記の第１～第３の実施形態で説明した内容は、
第１の３次元医用画像データが、所定組織である心臓が描出され、心臓の運動を解析可能
な医用画像データであるならば、適用可能である。例えば、第１～第３の実施形態で説明
した内容は、第１の医用画像データが、心筋が染影された時相のＸ線ＣＴ画像データ、又
は、心筋が染影された時相のＭＲＩ画像データである場合であっても適用可能である。
【０１７１】
　また、上記の第１～第３の実施形態では、Ｘ線画像データで判別可能な特定組織に対応
する位置にランドマークを超音波画像データに設定して、Ｘ線画像データと超音波画像デ
ータとの位置合わせを行なう場合について説明した。すなわち、上記の第１～第３の実施
形態では、第２の医用画像データが、Ｘ線画像データである場合について説明した。しか
し、上記の第１～第３の実施形態で説明した画像処理方法は、第１の医用画像データと位
置合わせを行なう対象が、Ｘ線画像データとは異なる種類の医用画像データであっても適
用可能である。すなわち、第１～第３の実施形態で説明した画像処理方法は、第２の医用
画像データが、特定組織が映像化された医用画像データであるならば、適用可能である。
例えば、第２の医用画像データは、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）画像データや、Ｍ
ＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）画像データ等である。かかる場合、画像処理シス
テムは、被検体の所定組織が描出された超音波画像データにおいて、他種医用画像データ
で判別可能な特定組織に対応する位置にランドマークの設定を受け付ける。そして、画像
処理システムは、超音波画像データにおけるランドマークの位置の情報を含むデータを出
力データとして出力する。そして、画像処理システムは、被検体の所定組織を複数方向か
ら撮影した複数の他種医用画像データそれぞれにおける特定組織の位置と、出力データか
ら読み込んだランドマークの位置を他種医用画像データの３次元撮影空間に配置して複数
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影空間における前記ランドマークの３次元位置情報を取得する。そして、画像処理システ
ムは、ランドマークの３次元位置情報に基づいて、超音波画像データを解析することで生
成された解析画像データが、所定組織の他種医用画像データに重畳された画像データを表
示する。かかる処理により、超音波診断で特定された部位を他種の医用画像データにおい
ても判別することができる。
【０１７２】
　また、上記の第１～第３の実施形態で説明した画像処理方法は、予め用意された画像処
理プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行
することによって実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネットな
どのネットワークを介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハ
ードディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み
出されることによって実行することもできる。
【０１７３】
　以上、説明したとおり、第１の実施形態～第３の実施形態によれば、超音波診断で特定
された部位をＸ線透視下で判別することができる。
【０１７４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１７５】
　１００　超音波診断装置
　１３０　入力部
　１５６　解析部
　１５７ａ　出力部
　２００　Ｘ線診断装置
　２２１ａ　取得部
　２２３　表示部



(30) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(31) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(32) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１４】



(33) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１７】 【図１８】

【図１９】



(34) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図２０】 【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】

【図２２】

【図２３】

【図２４】



(35) JP 6297289 B2 2018.3.20

【図２５Ａ】

【図２５Ｂ】

【図２５Ｃ】

【図２６】



(36) JP 6297289 B2 2018.3.20

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    6/03     ３６０Ｑ        　　　　　

(72)発明者  渕上　航
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内

    審査官  右▲高▼　孝幸

(56)参考文献  特表2007-513649（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2008-43736（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表2011-506033（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第2007/0223794（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　６／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　８／００



专利名称(译) 图像处理系统，X射线诊断装置和方法

公开(公告)号 JP6297289B2 公开(公告)日 2018-03-20

申请号 JP2013194601 申请日 2013-09-19

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝公司
东芝医疗系统有限公司

[标]发明人 大内啓之
橋本新一
坂口卓弥
渕上航

发明人 大内 啓之
橋本 新一
坂口 卓弥
渕上 航

IPC分类号 A61B6/00 A61B8/08 A61B6/03

CPC分类号 A61B6/4417 A61B6/4441 A61B6/487 A61B6/503 A61B8/0883 A61B8/467 A61B8/5207 A61B8/5261 
G06T7/70 G06T2207/30048 G06T11/60 G06T15/08 G06T2207/10116 G06T2207/10132 G06T2207
/20221 G06T2207/30004 G06T2219/2004

FI分类号 A61B6/00.370 A61B8/08 A61B6/00.360.B A61B6/03.377 A61B6/03.360.G A61B6/03.360.Q A61B6/00.
350.P A61B8/14

F-TERM分类号 4C093/AA08 4C093/AA22 4C093/AA24 4C093/AA26 4C093/CA18 4C093/CA21 4C093/DA02 4C093
/FF11 4C093/FF20 4C093/FF35 4C093/FF37 4C093/FF42 4C093/FF45 4C093/FG13 4C093/GA01 
4C601/BB03 4C601/DD15 4C601/DD19 4C601/DE01 4C601/DE06 4C601/EE05 4C601/FF08 4C601
/GA18 4C601/GA25 4C601/HH04 4C601/JC16 4C601/JC27 4C601/JC33 4C601/KK12 4C601/KK21 
4C601/KK24 4C601/KK25 4C601/KK28 4C601/KK31 4C601/LL02 4C601/LL14 4C601/LL33

优先权 2012207492 2012-09-20 JP

其他公开文献 JP2014076319A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在超声诊断标识的网站，以确定在X线透视。 该实施方案的图像处理系
统包括：输入单元，输出单元，获取单元，以及显示单元。输入单元，
在由拍摄对象的预定的组织中获得的第一医学图像数据，并接收该地标
设置。输出单元输出包括关于第一医学图像数据中的界标的位置的信息
作为输出数据的数据。获取单元接收的输出数据，其中，一个或多个由
拍摄对象的预定的组织获得的第二医学图像数据，基于所述地标的位
置，第二医用图像数据摄影师的三维拍摄空间中的地标的尺寸位置信
息。显示单元，基于所述地标的三维位置信息，该第一医疗用图像数据
时，显示叠加在预定的组织的第二医疗用图像数据的图像数据。 9系统
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